
下水道土木工事施工管理基準及び規格値 

 

この下水道土木工事施工管理基準は、土木工事共通仕様書（案）〔Ｈ２５．３〕第１編

１－１－２３「施工管理」に規定する下水道土木工事の施工管理及び規格値の基準を定

めたものである。 

 

１．目的 

 この基準は、下水道土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的

物の出来形及び品質の確保を図ることを目的とする。 

 

２．適用 

 この基準は、発注する下水道土木工事について適用する。ただし、設計図書に明示さ

れていない仮設構造物等は除くものとする。また、工事の種類、規模、施工条件等によ

り、この基準によりがたい場合は、監督員と協議して他の方法によることができる。 

 

３．構成 

 

 

工程管理 

 

施工管理         出来形管理 

（工事写真を含む） 

品質管理 

 

 

４．管理の実施 

（１）受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければなら

ない。 

（２）施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなけれ

ばならない。 

（３）受注者は、測定（試験）等を工事の施工と平行して、管理の目的が達せられるよ

う速やかに実施しなければならない。 

（４）受注者は、測定（試験）等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管

理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出

しなければならない。 

  



５．管理項目及び方法 

（１）工程管理 

  受注者は、工事内容にて適切な工程管理（ネットワーク、バーチャート方式など）

を行うものとする。 

  ただし、緊急工事又は維持管理工事等の当初計画の困難な工事内容については、省

略できるものとする。 

（２）出来形管理 

  受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、

設計値と実測値を対比して記録した出来形成果表又は出来形図を作成し管理するもの

とする。なお、測定基準において測定箇所数「○○につき１箇所」となっている項目

については、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。 

（３）品質管理 

  受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管

理するものとする。 

  この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的

に実施するものとする。 

  また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、特記仕様書で指定するもの

を実施するものとする。 

 

６．規格値 

 受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計

測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。 

 

７．その他 

（１）工事写真 

  受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後目

視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を、写

真管理基準により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し速やかに

提出するとともに、工事完成時に提出しなければならない。 

（２）情報化施工 

  １０，０００㎥以上の土木の出来形管理について、「情報化施工技術の使用原則化に

ついて」（平成２５年３月１５日付け国官技第２９１号、国総公第１３３号）及び「Ｔ

Ｓを用いた出来形管理要領（土工編）」（平成２４年３月２９日付け国官技第３４７号，

国総公第８５号）の規定によるものとする。 



　表－１　　出来形管理基準及び規格値（管渠工事）

規格値
(ｍｍ)

１ ３ ３

幅　Ｂ －５０

１ ３ ３

１ ３ ４

中心線の変位
（水平）

±５０

勾配 ±２０％

延長ℓ
－ℓ／５００かつ
－２００

延長ℓはマンホール間を測定する。

総延長Ｌ －２００

管路埋戻 基準高▽ ±３０ マンホール間ごとに１箇所測定する。
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
開
削
）

管
路
土
工

管路掘削 深さ　ｈ ±３０ マンホール間ごとに１箇所測定する。
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
開
削
）

管
路
土
工

基準高、中心線の変位（水平）は、マ
ンホール間の中央部及び両端部を測定
する。

管布設
（自然流下管）

基準高▽ ±３０
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
開
削
）

管
布
設
工

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ ３ ４

中心線の変位
（水平）

±５０

勾配 ±２０％

延長ℓ
－ℓ／５００かつ
－２００

延長ℓはマンホール間を測定する。

総延長Ｌ －２００

１ ３ ４

中心線の変位
（水平）

±５０

総延長Ｌ －２００

１ ３ ５

幅　ｂ －５０

厚さ　ｔ －３０

１ ３ ５

幅　ｂ －５０

厚さ　ｔ －３０

各マンホール間の中央部及び両端部等
を測定する。

各マンホール間の中央部及び両端部等
を測定する。

施工延長４０ｍにつき１箇所の割合で
測定する。

圧送管 基準高▽ ±３０
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
開
削
）

管
布
設
工

砂基礎 基準高▽ ±３０
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
開
削
）

管
基
礎
工

砕石基礎 基準高▽ ±３０
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
開
削
）

管
基
礎
工

基準高、中心線の変位（水平）は、施
工延長２０ｍにつき１箇所の割合で測
定する。

矩形渠
（プレキャスト）

基準高▽ ±３０
管
路

下
水
道

管
き
ょ
工
（
開
削
）

管
布
設
工



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ ３ ５

幅　ｂ －３０

厚さ　ｔ －３０

１ ３ ６

中心線の変位
（水平）

±５０

幅　ｂ －３０

高さ　ｈ ±３０

厚さ　ｔ －２０

勾配 ±２０％

延長ℓ
－ℓ／５００かつ
－２００

延長ℓはマンホール間を測定する。

総延長Ｌ －２００

１ ３ ７

根入長Ｌ 設計値以上

変位 １００

施工延長２０ｍにつき１箇所の割合で
測定する。
２０ｍ未満は、１施工箇所につき２箇
所測定する。

鋼矢板土留 基準高▽ ±５０
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
開
削
）

管
路
土
留
工

各マンホール間の中央部及び両端部等
を測定する。

基礎高、中心線の変位（水平）、
幅、高さ、厚さは、１打設長ごとに両
端部等を測定する。
１打設長が２０ｍ以上の場合は、２０
ｍにつき１箇所の割合で測定する。

コンクリート基礎 基準高▽ ±３０
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
開
削
）

管
基
礎
工

現場打水路 基準高▽ ±３０
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
開
削
）

水
路
築
造
工

任意仮設の場
合を除く



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ 4,5 ３

中心線の変位
（水平）

±５０

勾配 ±２０％

延長ℓ
－ℓ／５００かつ
－２００

延長ℓはマンホール間を測定する。

総延長Ｌ －２００

１ 4,5 ４

幅　ｂ －３０

高さ　ｈ －３０

中心のずれ ±５０

延長ℓ －５０

勾配 ±２０％

基準高、中心線の変位（水平）は、推
進管１本ごとに１箇所測定する。

推進工 基準高▽ ±５０
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
小
口
径
推
進
、
推
進
）

推
進
工

下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
小
口
径
推
進
、
推
進
）

立
坑
内
管
布
設
工

空伏工 基準高▽ ±５０ １施工箇所ごとに測定する。



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ ６ ３

中心線の変位
（水平）

±１００

延長ℓ
－ℓ／５００かつ
－２００

延長ℓはマンホール間を測定する。

総延長Ｌ －２００

１ ６ ４

中心線の変位
（水平）

±５０

二次覆工厚ｔ －２０
二次覆工厚は、１打設につき端面で上
下左右４点を測定する。

仕上がり内径Ｄ ±２０
仕上がり内径は、施工延長４０ｍにつ
き１箇所測定する。

勾配 ±２０％

延長ℓ
－ℓ／５００かつ
－２００

延長ℓはマンホール間を測定する。

総延長Ｌ －２００

基準高、中心線の変位（水平）は、セ
グメント５リングにつき１箇所測定す
る。

下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
シ
ー
ル
ド
）

二
次
覆
工

二次覆工 基準高▽ ±５０
基準高、中心線の変位（水平）は、施
工延長４０ｍにつき１箇所測定する。

掘進工 基準高▽ ±５０
下
水
道

管
路

管
き
ょ
工
（
シ
ー
ル
ド
）

一
次
覆
工



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ ７ ３

更生管厚

１ ７ ３ １スパンの上下流管口で測定する。
人が入って測定できる場合は、仕上が
り内径について１スパンの中間部付近
でも測定する。
それぞれ更生管の内側中央高さと幅の
２箇所で測定する。

１スパンの上下流管口で測定する。
人が入って測定できる場合は、仕上が
り内径について１スパンの中間部付近
でも測定する。
それぞれ更生管円周上の６箇所で測定
する。
硬化直後と２４時間以降で同じ測定位
置で計測し記録する。

最新版の「管
きょ更生工法
における設
計・施工管理
ガイドライン
（案）」に準
拠して実施す
る。

平均内径が設計
更生管径を下回
らない

硬化直後と２４
時間以降の測定
値で差がないこ
と。

６箇所の平均管
厚が呼び厚さ以
上で、かつ上限
は＋２０％以内
とし、測定値の
最小値は設計更
生管厚以上とす
る。

反転・形成工法 仕上がり内径Ｄ
下
水
道

管
路

管
き
ょ
更
生
工

管
き
ょ
内
面
被
覆
工

製管工法
仕上がり内径
（高さ・幅）下

水
道

管
路

管
き
ょ
更
生
工

管
き
ょ
内
面
被
覆
工



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ ８ ３

幅ｂ（内法） －３０

壁厚ｔ －２０

人孔天端高 ±３０

１ ８ ３

床掘深Ｈ ±３０

基礎工幅Ｂ１ －５０

基礎工高ｈ１ －３０

ｺﾝｸﾘｰﾄ工幅Ｂ２ －３０

ｺﾝｸﾘｰﾄ工高ｈ２ －１０

マンホール基礎工 基準高▽ ±３０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

マ
ン
ホ
ー
ル
工

現
場
打
ち
マ
ン
ホ
ー
ル
工

現場打ちマンホー
ル工

基準高▽ ±３０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

マ
ン
ホ
ー
ル
工

現
場
打
ち
マ
ン
ホ
ー
ル
工



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ ８ ４

人孔天端高 ±３０

１ ８ ５

人孔天端高 ±３０

１ ９ ４

幅　Ｂ －３０

高さ　ｈ ±３０

壁厚ｔ －２０

人孔天端高 ±３０

組立マンホール工 基準高▽ ±３０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

マ
ン
ホ
ー
ル
工

組
立
マ
ン
ホ
ー
ル
工

小型マンホール工 基準高▽ ±３０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

マ
ン
ホ
ー
ル
工

小
型
マ
ン
ホ
ー
ル
工

現場打ち特殊人孔 基準高▽ ±３０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

特
殊
マ
ン
ホ
ー
ル
工

躯
体
工



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ ９

幅ｂ（内法） ±３０

高さ　ｈ ±３０

厚さ　ｔ －２０

１ ９

中心線の変位 ±３０

伏せ越し室・雨水
吐室

基準高▽ ±１０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

特
殊
マ
ン
ホ
ー
ル
工

伏
せ
越
し
室
・
雨
水
吐
室
工

伏せ越し管 基準高▽ ±３０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

特
殊
マ
ン
ホ
ー
ル
工

伏
せ
越
し
管
工



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ ９

幅ｂ（厚さ） ±２０
幅、高さ、延長は、１施工箇所ごとに
測定する。

高さｈ（深さ） ±３０

延長ℓ（長さ） －２０

１ ９

幅、長さ　Ｂ －３０

深さ　ｈ －３０

壁厚　ｔ －２０

越流堰（雨水吐
室）

基準高▽ ±３０
基準高は、中央部および両端部を測定
する。下

水
道

管
路

特
殊
マ
ン
ホ
ー
ル
工

越
流
堰
（
雨
水
吐
室
）

中継ポンプ施設 基準高▽ ±３０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

特
殊
マ
ン
ホ
ー
ル
工



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ 10 4

１ 10 5

公共ます ます深ｈ ±３０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

取
付
管
お
よ
び
ま
す
工

ま
す
設
置
工

取付管 延長Ｌ －２００ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

取
付
管
お
よ
び
ま
す
工

取
付
管
布
設
工



規格値
(ｍｍ)

測定基準 測定箇所 摘要編 章 節 条 工種 測定項目

１ 13

寸法　Ｂ ±１００

深さ　ｈ ±３０

１ 13

砕石基礎幅ｂ１ －５０

砕石基礎厚ｔ１ －３０

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ基準高 ±３０

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ幅ｂ２ －３０

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ幅ｔ２ －１０

立
坑
工

立坑土工 基準高▽ ±３０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路

立
坑
工

立坑工 基準高▽ ±３０ １施工箇所ごとに測定する。
下
水
道

管
路



　表－２　品質管理基準および規格値（共通）

工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

アルカリ骨材反応対策 「コンクリートの耐久性向上」

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102 設計図書による。
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4

JIS A 1109 絶乾密度：２．５以上
JIS A 1110 細骨材の吸水率：３．５％以下
JIS A 5005 粗骨材の吸水率：３．０％以下
JIS A 5011-1～4

骨材のすりへり試験 JIS A 1121 舗装コンクリートは３５％以下
JIS A 5005

骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 粗骨材：１．０％以下
JIS A 5005

（山砂の場合は、工事中１回／週以上）

砂の有機不純物試験 JIS A 1105

JIS A 1142 圧縮強度の９０％以上

JIS A 1137 細骨材：１．０％以下
粗骨材：０．２５％以下

コンク
リート

工
工事開始前、工事中１回／月以上および産
地が変わった場合。

○

細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を
受ける場合３．０％以下、その他の場合５．
０％以下

（砕砂およびスラグ細骨材を用いた場合はコン
クリートの表面がすりへり作用を受ける場合
５．０％以下その他の場合７．０％以下）

必須

工事開始前、工事中１回／月以上および産
地が変わった場合。

○

骨材の密度および吸水
率試験

（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケ
ルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化
スラグ細骨材の規格値については摘要を参照）

「コンクリートの耐久
性向上」

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事
中１回／６月以上および産地が変わった場
合。

○

材料

工事開始前、工事中１回／月以上および産
地が変わった場合。

○

その他

試料となる砂の上部における溶液の色が標
準色液の色より濃い場合。

○

有機不純物を含む細骨
材のモルタルの圧縮強
度による試験方法

○

工事開始前、工事中１回／月以上および産
地が変わった場合。

○

工事開始前、工事中１回／年以上および産
地が変わった場合。

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を
含む細骨材のモルタル圧縮強度による試
験方法」による。

工事開始前、工事中１回／月以上および産
地が変わった場合。

○

標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
９０％以上の場合は使用できる。

骨材中の粘土塊量の試
験



工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

JIS A 1122 細骨材：１０％以下
JIS A 5005 粗骨材：１２％以下

セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 工事開始前、工事中１回／月以上
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

セメントの化学分析 JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 工事開始前、工事中１回／月以上
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

練混ぜ水の水質試験 土木学会規準 懸濁物質の量：２ｇ／ℓ以下
JSCE-B 101 溶解性蒸発残留物の量：１ｇ／ℓ以下

塩化物イオン量：２００ｐｐｍ以下
水素イオン濃度：ＰＨ５．８～８．６

空気量の増分：±１％

回収水の場合： 塩化物イオン量：２００ｐｐｍ以下
JIS A 5308付属書Ｃ

塩化物総量規制 原則０．３ｋｇ／㎥以下 荷卸し時
海砂を使用する場合は２回／日
その他の場合は１回／週

コンク
リート

工

施工

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

材料

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用
する。

モルタルの圧縮強度比：材齢１，７日および２
８日で９０％以上

工事開始前および工事中１回／年以上およ
び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に替
え、上水道をしていることを示す資料に
よる確認を行う。

○

・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場
合は省略できる。

必須

○

セメントの凝結時間の差：始発は３０分以内、
終結は６０分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢７日および２８日
で９０％以上

その他

○

○

○

工事開始前、工事中１回／年以上および産
地が変わった場合。

JIS A 1144の方法また
は信頼できる機関での
評価を受けた試験方法

・小規模工種で１工種当りの総使用量が
５０㎥未満の場合は１工種１回以上。ま
たレディーミクストコンクリート工場
（JISマーク表示認定工場）の品質証明
書等のみとすることができる。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂
の塩化物イオン含有率試験方法」
（JSCE-C502,503）または設計図書の規
定により行う。

工事開始前および工事中１回／年以上およ
び水質が変わった場合。



工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5cm以下8cm未満 ：許容差±1.5cm ・荷卸し時
スランプ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm
（コンクリート舗装の場合）
スランプ２．５ｃｍ：許容値±１．０ｃｍ
（道路橋床板の場合）
スランプ８ｃｍを標準とする。

JIS A 1108 ・荷卸し時

空気量測定 JIS A 1116 ±１．５％（許容差） ・荷卸し時
JIS A 1118
JIS A 1128

JIS A 1106

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。

JIS A 1112 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。

配合設計：±１５ｋｇ／㎥

荷卸し時に品質の変化が認められたとき。

１回／日または構造物の重要度と工事の規
模に応じて２０～１５０㎥ごとに１回、お
よび荷卸し時に品質変化が認められた時。
ただし、道路橋鉄筋コンクリート床板にレ
ディーミクストコンクリートを用いる場合
は原則として全車測定を行う。

・道路橋床板の場合、全車試験を行うが、
スランプ試験の結果が安定し良好な場合は
その後スランプ試験の頻度について監督員
と協議し低減することができる。

施工
コンク
リート

工

レディーミクストコン
クリート単位水量測定

エアメータか、これと
同程度の方法

２回／日（午前・午後各１回、または重要
構造物では重要度に応じて１００～１５０
㎥に１回。）

必須

・小規模工種で１工種当りの総使用量が
５０㎥未満の場合は１工種１回以上。ま
たレディーミクストコンクリート工場
（JISマーク表示認定工場）の品質証明
書等のみとすることができる。

・１回／日または構造物の重要度と工事の
規模に応じて２０～１５０㎥ごとに１回

コンクリートの圧縮強
度試験

その他

１回の試験結果は指定した呼び強度の８５％以
上であること。
３回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度
以上であること。

・１回／日または構造物の重要度と工事の
規模に応じて２０～１５０㎥ごとに１回

・小規模工種で１工種当りの総使用量が
５０㎥未満の場合は１工種１回以上。ま
たレディーミクストコンクリート工場
（JISマーク表示認定工場）の品質証明
書等のみとすることができる。

・小規模工種で１工種当りの総使用量が
５０㎥未満の場合は１工種１回以上。ま
たレディーミクストコンクリート工場
（JISマーク表示認定工場）の品質証明
書等のみとすることができる。

コンクリートの洗い分
析試験

１回の試験結果は、指定した呼び強度の８５％
以上であること。
３回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度
以上であること。 なお、テストピースは打節場所で採取し、

１回につき原則として３個とする。

・小規模工種で１工種当りの総使用量が
５０㎥未満の場合は１工種１回以上。ま
たレディーミクストコンクリート工場
（JISマーク表示認定工場）の品質証明
書等のみとすることができる。

コンクリートの曲げ強
度試験

コンクリート舗装の場合に適用し、打設日
１日につき２回（午前・午後）の割り合い
で行う。



工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

棒鋼の形状寸法、重量 JIS G 3112の規格に適合すること。

引張り試験 JIS Z 2241 JIS G 3112の規格に適合すること。 「規格証明書」のないものは試験を行う。

曲げ試験 JIS Z 2248

外観検査 ・目視 熱間押抜法以外の場合
　圧接面の研磨状況
　垂れ下がり
　焼き割れ
　折れ曲がり等
・ノギス等による計測 ③ふくらみの長さが１．１Ｄ以上。
（詳細外観検査） ④ふくらみの頂点と圧接面のずれがD/4以下。
　軸心の偏心
　ふくらみ
　ふくらみの長さ
　圧接面のずれ 熱間押抜法の場合
　等

②ふくらみの長さが１．１Ｄ以上。
③著しい折れ曲りがない。
④軸心の偏心がＤ／１０以下。

外観検査 ・目視 熱間押抜法以外の場合 ・目視は全数実施する。 熱間押抜法以外の場合
　圧接面の研磨状況
　垂れ下がり
　焼き割れ
　折れ曲がり等
・ノギス等による計測 ③ふくらみの長さが１．１Ｄ以上。
（詳細外観検査） ④ふくらみの頂点と圧接面のずれがD/4以下。
　軸心の偏心
　ふくらみ
　ふくらみの長さ
　圧接面のずれ
　等

熱間押抜法の場合 熱間押抜法の場合

②ふくらみの長さが１．１Ｄ以上。
③著しい折れ曲りがない。
④軸心の偏心がＤ／１０以下。
⑤オーバーヒート等による表面不整がない。

○

製造会社の「規格証明書」（品質を含む）
又は「試験成績表」を提出する。

○

①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細い
方の鉄筋）の１／５以下。
②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細い方
の鉄筋）の１．４倍以上。

⑤著しい垂れ下がり、焼き割れ、折れ曲がりが
ない。

・⑤は、著しい焼き割れおよび垂れ下が
りなどが生じた場合は、圧接部を切り
取って再圧接し、外観検査および超音波
深傷検査を行う。

①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位
置の割れ、線状傷、へこみがない。

・特に必要と認められたものに対してのみ
詳細外観検査を行う。

・規格値を外れた場合は下記による。い
ずれの場合も監督員の承諾を得ること。
・①は、圧接部を切り取って再圧接し、
外観検査および超音波探傷検査を行う。

・④は、圧接部を切り取って再圧接修正
し、外観検査および超音波探傷検査を行
う。

・②③は、再加熱し、圧接を加えて所定
のふくらみに修正し、外観検査を行う。

鉄筋工

材料

施工前

施工後

・規格値を外れた場合は下記による。い
ずれの場合も監督員の承諾を得ること。
・①②⑤は、再加熱、再加圧、押抜きを
行って修正し、修正後外観検査を行う。
・③は、再加熱して修正し、修正後外観
検査を行う。
・④は、圧接部を切り取って再圧接し、
外観検査を行う。

①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位
置の割れ、線状傷、へこみがない。

・特に確認する必要がある場合とは、施
工実績の少ない材料を使用する場合、過
酷な気象条件・高所などの作業環境下で
の施工条件、圧接技量資格者の熟練度な
どの確認が必要な場合などである。

・手動ガス圧接を行う場合、材料、施工
条件などを特に確認する必要がある場合
には、施工前試験を行う。

・モデル供試体の作成は、実際の作業と
同一条件・同一材料で行う。

・自動ガス圧接を行う場合には、装置が
正常で、かつ装置の設定条件に誤りのな
いことを確認するため、施工前試験を行
わなければならない。

①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細い
方の鉄筋）の１／５以下。
②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細い方
の鉄筋）の１．４倍以上。

⑤著しい垂れ下がり、焼き割れ、折れ曲がりが
ない。

鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径ごとに
自動ガス圧接の場合は各２本、手動ガス圧
接の場合は各５本のモデル供試体を作成し
実施する。

必須

その他



工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

JIS Z 3120

JIS Z 3062

JIS Z 2241 JIS G 3101 製造会社の「規格証明書」を提出する。
JIS Z 2242 JIS G 3192
JIS Z 2248 JIS G 3193

JIS G 3194
　の規格に適合すること。

引張り試験 JIS Z 2241

曲げおよび衝撃試験 JIS Z 2242
JIS Z 2248

土の粒度試験 JIS A 1204 ７５μｍふるい通過量 材料の使用前「試験成績表」を提出する。
１０％以下

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102 JIS A 5001 材料の使用前「試験成績表」を提出する。
　の規格に適合すること。

JIS A 5006 材料の使用前「試験成績表」を提出する。
　の規格に適合すること。

材料
（砂）

材料
(砕石
C-40)

材料
（割栗
石）

基礎工

○

○

○

比重、吸水率、圧縮強
さ

必須

必須

必須

鉄筋工

鋼材

○

その他

施工後

材料

必須

「規格証明書」のないものは試験を行う。
試験の回数は製造ロットおよび断面が異な
るごとに、質量２０ｔ以下は１回、２０ｔ
を超える場合は２０ｔ毎およびその端数に
つき１回とする。

鋼材の形状寸法および
重量試験

○

ガス圧接継手の超音波
探傷検査

JIS Z 3120を行った場合は必須ではな
い。

○

検査数が３０個以上の場合、不合格数が１個以
下であれば当該ロットを合格とし、検査数が３
０個未満の場合は、全数が合格であれば当該
ロットを合格とする。

なお、合否の判定は、エコー高２４ｄＢ以上を
不合格とする。

検査数は、１ロット当たり１０％以上と
し、１ロットの大きさは１作業班が１日に
施工した箇所数とする。なお、自動ガス圧
接と手動ガス圧接は別ロットとする。

○

ガス圧接継手引張り試
験

原則として１組の作業班が行った１日の圧
接箇所につき３箇所から採取した試験片で
実施する。

供試体の全数が母材の規格強度以上であるこ
と。

JIS Z 3062を行った場合は必須ではな
い。



　表－３　品質管理基準および規格値（管きょ工事）

工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

外観 目視による 〔外観検査〕 （１）外観検査は全数について行う。

JSWAS A-1による （管種の確認を行う）

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
判定規準

外圧試験

水密性試験

管端面の欠損

○

管周の方向で、管周の１／１０
以上にわたるひび割れがないこ
と。

規格値

管接面の平面積の３％以上が欠
損していないこと。ただし、
シール材に係る部分についての
欠損は無いこと。

必
須

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
管
）

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

形状・寸法（カラーお
よびゴム輪を含む）

（２）形状・寸法、外圧試験および水密性
試験は、日本下水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

管
布
設
工
（

開
削
）

検査項目
管軸方向のひび
割れ

管周方向のひび
割れ

管の長さ方向で管長の１／４以
上（短管および異径管の場合は
１／３以上）にわたるひび割れ
がないこと。ただし、管長の１
／４以下であっても管長の１／
１０程度のひび割れが複数あっ
てはならない。ここで、ひび割
れとは、乾燥収縮に伴い、ごく
表面上に発生するひび割れも含
むものであり、直線性のものを
指す。また、かめの甲状のひび
割れは差し支えない。

試験項目



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観・形状 目視による 〔外観検査〕

寸法 JSWAS K-1による （管種の確認を行う）

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
引張試験 判定規準

有害な傷

偏平試験

滑らかさ 明らかな凹凸がないこと。
負圧試験

割れ 割れがないこと。
耐薬品性試験

ねじれ 著しいねじれがないこと。
ビカット軟化温度試験

管の断面形状

実用上、真っ直ぐであること。

管
布
設
工
（

開
削
）

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

（１）外観・形状検査は、全数について行
う。

○

管の強さ、水密性および耐久性
に悪影響を及ぼす傷があっては
ならない。（かすり傷程度のも
のは差し支えない）

管の断面は、実用的に真円で、
その両端面は管軸に対して直角
でなければならない。

必
須

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管
）

（２）寸法、引張試験、偏平試験、負圧試
験、耐薬品性試験およびビカット軟化温度
試験は、日本下水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

実用上の真っ直
ぐ

検査項目



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観・形状 目視による 〔外観検査〕

寸法 JSWAS K-13による （管種の確認を行う）

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
引張試験 判定規準

有害な傷

偏平試験

滑らかさ 明らかな凹凸がないこと。
負圧試験

割れ 割れがないこと。
耐薬品性試験

ねじれ 著しいねじれがないこと。
ビカット軟化温度試験

管の断面形状

実用上、真っ直ぐであること。

（１）外観・形状検査は、全数について行
う。

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
リ
ブ
付
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管
）

必
須

○

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

管
布
設
工
（

開
削
）

（２）寸法、引張試験、偏平試験、負圧試
験、耐薬品性試験およびビカット軟化温度
試験は、日本下水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

検査項目

実用上の真っ直
ぐ

管の強さ、水密性および耐久性
に悪影響を及ぼす傷があっては
ならない。（かすり傷程度のも
のは差し支えない）

管の断面は、実用的に真円で、
その両端面は管軸に対して直角
でなければならない。



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観・形状 目視による 〔外観検査〕

寸法 JSWAS K-2による （管種の確認を行う）

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
外圧試験 判定規準

有害な傷

耐薬品性試験

滑らかさ 明らかな凹凸がないこと。

耐酸性試験

管の断面形状

水密性試験

実用上、真っ直ぐであること。

検査項目

実用上の真っ直
ぐ

（２）寸法、外圧試験、耐薬品性試験、耐
酸性試験および水密性試験は、日本下水道
協会発行の「検査証明書」の写しによる。

○

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

管の強さ、水密性および耐久性
に悪影響を及ぼす傷があっては
ならない。

管の断面は、実用的に真円で、
その両端面は管軸に対して直角
でなければならない。

（１）外観・形状検査は、全数について行
う。

管
布
設
工
（

開
削
）

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
複
合
管
）

必
須



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観・形状 目視による 〔外観検査〕

寸法 JSWAS K-14による （管種の確認を行う）

引張試験 （２）検査項目および判定基準は次のとおり。
判定規準

有害な傷
偏平試験

水圧試験

滑らかさ 明らかな凹凸がないこと。
偏平負圧試験

耐薬品性試験 割れ 割れがないこと。

環境応力き裂試験
ねじれ 著しいねじれがないこと。

熱間内圧クリープ試験

管の断面形状
ピーリング試験

熱安定性試験
実用上、真っ直ぐであること。

融着部相溶性試験

対候性試験

管の断面は、実用的に真円で、
その両端面は管軸に対して直角
でなければならない。

管の強さ、水密性および耐久性
に悪影響を及ぼす傷があっては
ならない。

検査項目

実用上の真っ直
ぐ

（１）外観・形状検査は、全数について行
う。

○

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
）

必
須

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）寸法、引張試験、偏平試験、水圧試
験、偏平負圧試験、耐薬品性試験、環境応
力き裂試験、熱間内圧クリープ試験、ピー
リング試験、熱安定性試験、融着部相溶性
試験、対候性試験は、日本下水道協会発行
の「検査証明書」の写しによる。

管
布
設
工
（

開
削
）



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観・形状および寸法 目視による 〔外観検査〕

外圧試験 JSWAS K-11による （管種の確認を行う）

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
水密性試験 判定規準

耐酸性試験

吸水性試験

管端面の欠損 管端面の平面積の３％以上が欠
損していないこと。ただし、
シール材に係る部分についての
欠損はないこと。

管周の方向で、管周の１／１０
以上にわたるひび割れがないこ
と。

（１）外観・形状および寸法検査は、全数
について行う。

○

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）外圧試験、水密性試験、耐酸性試験
および吸水性試験は、日本下水道協会発行
の「検査証明書」の写しによる。

管の長さ方向で管長の１／４以
上（短管および異径管の場合は
１／３以上）にわたるひび割れ
がないこと。ただし、管長の１
／４以下であっても管長の１／
１０程度のひび割れが複数あっ
てはならない。ここで、ひび割
れとは、乾燥収縮に伴い、ごく
表面上に発生するひび割れも含
むものであり、直線性のものを
指す。また、かめの甲状のひび
割れは差し支えない。

検査項目

管周方向のひび
割れ

管軸方向のひび
割れ

管
布
設
工
（

開
削
）

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
レ
ジ
ン
コ
ン
ク
リ
ー

ト
管
）

必
須



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観 目視による 〔外観検査〕 （１）外観検査は、全数について行う。

形状・寸法 JSWAS K-12、
JSWAS K-13による

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
判定規準

ひび割れ

曲げ強度試験

滑らかさ

接合部の水密性試験

端面の欠損

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

○

端面の平面積の３％以上が欠損
していないこと。

強度や耐久性に悪影響を及ぼす
傷やひび割れのないこと。

粗骨材が突出していたり、抜け
出した跡がなく、仕上げ面が極
度に凹凸になっていないこと。
内面が平滑であり、水の流れに
対して実用上支障のない滑らか
さであること。

（２）形状・寸法、コンクリートの圧縮強
度試験、曲げ強度試験および接合部の水密
性試験は、日本下水道協会発行の「検査証
明書」の写しによる。

検査項目コンクリートの圧縮強
度試験

管
布
設
工
（

開
削
）

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
ボ
ッ

ク
ス
カ
ル
バ
ー

ト
）

必
須



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

原管 JSWAS G-1による 〔外観検査〕 （１）外観検査は、全数について行う。

内装

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
外装 外観 目視による 判定規準

クラック クラックがないこと。

形状・寸法 JSWAS G-1による 湯境 湯境がないこと。

鋳巣
引張試験

有害なひび割れがないこと。

硬さ試験

水圧試験

塗装

○

（２）原管、内装、外装における形状・寸
法、引張試験、硬さ試験、水圧試験は、日
本下水道協会発行の「検査証明書」の写し
による。

原
管

完
　
成
　
管

手直しの範囲を越えるものは不
可とする。

管
布
設
工
（

開
削
）

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
）

必
須

検査項目

管の受け口内面にモルタルが付
着していないこと。

表面は実用的に滑らかであるこ
と。

異物の混入塗りムラなどがな
く、均一な塗膜であること。

モルタルラ
イニング

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観 目視による 〔外観検査〕 （１）外観検査は、全数について行う。

形状・寸法 日本下水道協会
下水道用資器材Ⅰ類の規定による
JIS G 3443

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
成分・機械的性質試験 判定規準

実用的に真っ直ぐであること。

非破壊または水圧試験

塗装試験

有害な欠陥

仕上げ良好

○

（２）形状・寸法、成分・機械的性質試
験、非破壊または水圧試験および塗装試験
は、日本下水道協会発行の「検査証明書」
の写しによる。

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

管
布
設
工
（

開
削
）

管
き
ょ

材
料
（

鋼
管
）

必
須

実用的に
真っ直ぐ

両端は管軸
に対して直
角

検査項目

鋼面が平滑に仕上がっているこ
と。

実用的に両端面は管軸に対して
直角であること。

はなはだしい接合部の目違い、
アンダーカット、溶接ビードの
不整がないこと。

原
管

塗装および
塗覆装

完
成
管

管によく密着し、実用上平滑
で、有害なふくれ、へこみ、し
わ、たれ、突部、異物の混入な
どがないこと。



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観・形状 目視による 〔外観検査〕

寸法 JSWAS A-2または、
JSWAS A-6による

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
外圧試験 判定規準

水密性試験

管端面の欠損

○

（カラーおよびゴム輪
含む）

コンクリートの圧縮強
度試験

（１）外観・形状検査は、全数について行
う。

管軸方向のひび
割れ

管の長さ方向で管長の１／４以
上（短管および異径管の場合は
１／３以上）にわたるひび割れ
がないこと。ただし、管長の１
／４以下であっても管長の１／
１０程度のひび割れが複数あっ
てはならない。ここで、ひび割
れとは、乾燥収縮に伴い、ごく
表面上に発生するひび割れも含
むものであり、直線性のものを
指す。また、かめの甲状のひび
割れは差し支えない。

管周方向のひび
割れ

管端面の平面積の３％以上が欠
損していないこと。ただし、
シール材に係る部分についての
欠損はないこと。

（２）寸法、外圧試験、コンクリートの圧
縮強度試験および水密性試験は、日本下水
道協会発行の「検査証明書」の写しによ
る。

管周の方向で、管周の１／１０
以上にわたるひび割れがないこ
と。

管
推
進
工

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
推
進
工
法
用
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
管
）

必
須

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

検査項目



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

原管 JSWAS G-2による 〔外観検査〕 （１）外観検査は、全数について行う。

内装

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
外装 外観 目視による 判定規準

クラック クラックがないこと。

形状・寸法 JSWAS G-2による 湯境 湯境がないこと。

鋳巣

有害なひび割れがないこと。

塗装

○

（２）原管、内装、外装における形状・寸
法は、日本下水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

検査項目

原
管

完
　
成
　
管

モルタルラ
イニング

管の受け口内面にモルタルが付
着していないこと。

表面は実用的に滑らかであるこ
と。

異物の混入塗りムラなどがな
く、均一な塗膜であること。

手直しの範囲を越えるものは不
可とする。管

推
進
工

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
推
進
工
法
用
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
）

必
須



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観 目視による 〔外観検査〕 （１）外観検査は、全数について行う。

形状・寸法 日本下水道協会
下水道用資器材Ⅰ類の規定による
JIS G 3444

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
成分・機械的性質試験 判定規準

実用的に真っ直ぐであること。

非破壊または水圧試験

塗装試験

有害な欠陥

仕上げ良好

（２）形状・寸法、成分・機械的性質試
験、非破壊または水圧試験および塗装試験
は、日本下水道協会発行の「検査証明書」
の写しによる。

管
推
進
工

管
き
ょ

材
料
（

鋼
管
）

必
須

○

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

検査項目

原
管

実用的に
真っ直ぐ

両端は管軸
に対して直
角

実用的に両端面は管軸に対して
直角であること。

はなはだしい接合部の目違い、
アンダーカット、溶接ビードの
不整がないこと。

鋼面が平滑に仕上がっているこ
と。

完
成
管

塗装および
塗覆装

管によく密着し、実用上平滑
で、有害なふくれ、へこみ、し
わ、たれ、突部、異物の混入な
どがないこと。



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

JSWAS A-4による 〔外観検査〕（下水道協会規格）
（１）外観検査は、全数について行う。

水平仮組検査

単体曲げ試験

継手曲げ試験 〔外観検査〕（下水道協会規格外）
（１）外観検査は、全数について行う。

材料検査 JSWAS A-3による 〔外観検査〕（下水道協会規格）
（１）外観検査は、全数について行う。

（２）有害な曲がり、そり等が無いこと。

溶接検査
（３）性能検査は設計図書の定めによる。

水平仮組検査 〔外観検査〕（下水道協会規格外）
（１）有害な曲がり、そり等が無いこと。 （１）外観検査は、全数について行う。

単体曲げ試験

○

○

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）材料、形状・寸法、溶接、水平仮組
についての検査は、日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによる。

（２）材料、形状・寸法、溶接、水平仮組、性
能に関する規格値は、JSWAS A-3の規定による。

形状・寸法および外観
検査

ジャッキ推力
試験

シ
ー

ル
ド
工

管
き
ょ

材
料

(

シ
ー

ル
ド
工
事
用
標
準
鋼
製
セ
グ
メ
ン
ト

)

必
須

（２）材料、形状・寸法、溶接、水平仮
組、性能についての検査は、１工事中に１
回行う。

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）形状・寸法、水平仮組、性能につい
ての検査は、日本下水道協会発行の「検査
証明書」の写しによる。

（２）有害なひび割れ、隅角部の破損等が無い
こと。

管
き
ょ

材
料

(

シ
ー

ル
ド
工
事
用
標
準
コ
ン
ク
リ
ー

ト
系
セ
グ
メ
ン
ト

)

必
須

外観および形状・寸法
検査

性能検
査

（１）有害なひび割れ、隅角部の破損等が無い
こと。

（２）形状・寸法、水平仮組、性能に関する規
格値は、JSWAS A-4の規定による。

ジャッキ推力
試験

つり手金具引
抜き試験

性能検
査

（２）形状・寸法、水平仮組、性能につい
ての検査は、セグメント５００リングおよ
びその端数に１回行う。



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

偏平強さまたは ・φ６００ｍｍ以下の既設管 新管と同等以上
外圧強さ試験 JSWAS K-1による偏平試験

・φ７００ｍｍ以上の既設管

曲げ強度試験 ・ガラス繊維あり 構造（管厚み）計算で用いる設計値（申告値）
（長期） JIS K 7039による曲げ強度試験 以上

・ガラス繊維なし
短期値を安全率で除した値

曲げ弾性係数試験 ・ガラス繊維あり
（長期） JIS K 7035による曲げ弾性試験

・ガラス繊維なし
JIS K 7116による曲げ弾性試験

曲げ強度試験 JIS K 7171による 原則、施工スパン毎とする。
（短期）

曲げ弾性係数試験
（短期）

耐磨耗性試験 JIS K 7204または 下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度
JIS A 1452等による

・ガラス繊維ありのみが対象 JSWAS K-2に基づいて求められる値を下回らない
JIS K 7034による

水密性試験 ０．１ＭＰａの水圧で漏水がない

耐劣化性試験 ・ガラス繊維なしのみが対象

耐震性能試験 JIS K 7161による引張強度試験

JIS K 7181による圧縮強度試験

外観 施工スパン毎とする。

○

１）曲げ強度値が、設計曲げ強度（申告値：短
期値）を上回ること。
２）曲げ弾性係数の試験結果が、曲げ弾性係数
（申告値：短期値）を上回ること。

熱可塑性樹脂材については、認定工場制度
の工場検査証明書類を別途提出することに
より、試験の実施を免除することができ
る。

公的審査証明機関等の審査証明等で確認し
てもよい。

JIS K 7116を準用した１，０００時
間水中曲げクリープ試験を行う。

JSWAS K-2に準拠した試験（内外水
圧に対する水密性）

目視あるいは自走式テレビカメラに
よる

５０年後の曲げ強度の推計値の最小値が、設計
値（≒申告値÷安全率）を上回ること。

引張試験（短期）、引張弾性係数（短期）、圧
縮強度（短期）、圧縮弾性係数（短期）が申告
値を上回ること。

工法毎とする。熱可塑性樹脂材について
は、引張強度試験、圧縮強度試験を認定工
場制度の工場検査証明書類による確認とす
ることができる。

流下能力、耐久性を低下させる有害な欠陥（し
わなど）がないこと。

更
生
管

必
須

本表は、最新版の
「管きょ更生工法に
おける設計・施工管
理ガイドライン
（案）」に準拠して
実施する。

JSWAS K-2による外圧試験（２種に
対応）

公的審査証明機関等の審査証明等で確認し
てもよい。

公的審査証明機関等の審査証明等で確認し
てもよい。
熱可塑性樹脂材については、認定工場制度
の工場検査証明書類を別途提出することに
より、試験の実施を免除することができ
る。

耐ストレインコロー
ジョン性試験

管
き
ょ

更
生
工



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

設計条件に基づいた耐荷力以上
新管と同等以上

圧縮強度試験 JSCE G 521等による 圧縮強度値が設計規準強度を上回ること。

耐薬品性試験 JSWAS K-1または 製管工法では、工法毎に１回とする。
JSWAS K-14

耐磨耗性試験 JIS K 7204または 下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度
JIS A 1452等による

水密性試験 ０．１ＭＰａの水圧で漏水がない

一体性試験 JIS A 1171に準拠した一体破壊試験 既設管と充填材が界面剥離しないこと。

耐震性能試験 工法毎とする。

屈曲角と抜け出し量が許容範囲であること。

外観 施工スパン毎とする。

○

小口径（既設管径８００ｍｍ未満）の場
合、施工延長１００ｍ毎に１回とする。

目視あるいは自走式テレビカメラに
よる

更生管の変形、更生管浮上による縦断勾配の不
陸等の欠陥や、異常箇所がないこと。

耐震計算により継手部の照査が困難
な場合は、耐震実験による表面部材
等の継手部の照査を行う。

継手部の屈曲角と抜け出し量が許容値内である
こと。 公的審査証明機関等の審査証明等で確認し

てもよい。

公的審査証明機関等の審査証明等で確認し
てもよい。

JSWAS K-2に準拠した試験（内外水
圧に対する水密性）

公的審査証明機関等の審査証明等で確認し
てもよい。

管
き
ょ

更
生
工

更
生
管
表
面
部
材

必
須

公的審査証明機関等の審査証明等で確認し
てもよい。

本表は、最新版の
「管きょ更生工法に
おける設計・施工管
理ガイドライン
（案）」に準拠して
実施する。

複合管断面の破壊強
度・外圧強さ

既設管の劣化状態等を反映し限界状
態設計法により確認、または鉄筋コ
ンクリート管（新管）を破壊状態ま
で載荷後更生し、JSWAS A-1により
破壊荷重試験を行う

・表面部材が塩ビ系の場合は、JSWAS K-1の試験
方法で、質量変化度±０．２㎎／㎠以内
・表面部材がポリエチレン系の場合は、JSWAS
K-14の試験方法で、質量変化度±０．２㎎／㎠
以内

認定工場制度の工場検査証明書類を別途提
出することにより、試験の実施を免除する
ことができる。

公的審査証明機関等の審査証明等で確認し
てもよい。

認定工場制度の工場検査証明書類を別途提
出することにより、試験の実施を免除する
ことができる。

「下水道施設の耐震対策指針と解
説」における「差し込み継ぎ手管
きょ」「ボックスカルバート」等の
考え方を勘案し、性能照査を行う。



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観 目視による 〔外観検査〕 （１）外観検査は、全数について行う。

形状・寸法 JSWAS A-11による

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
判定規準

有害な傷

滑らかさ
軸方向耐圧試験

接合部の水密性試験 端面の欠損

側方曲げ強さ試験 端面の形状

外観・形状 目視による 〔外観検査〕

寸法・構造 JSWAS G-4による

（２）有害な傷がなく、外観が良いこと。

材質試験

荷重たわみ試験

耐荷重試験

マ
ン
ホ
ー

ル
設
置
工

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

○

○

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）寸法・構造、材質試験、荷重たわみ
試験および耐荷重試験は、日本下水道協会
発行の「検査証明書」の写しによる。

（２）形状・寸法、コンクリートの圧縮強
度試験、軸方向耐圧試験、接合部の水密性
試験、側方曲げ強さ試験は、日本下水道協
会発行の「検査証明書」の写しによる。

（１）外観・形状検査は、全数について行
う。

必
須

管
き
ょ

材
料
（

組
立
マ
ン
ホ
ー

ル
側
塊
）

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
鋳
鉄
製
マ
ン
ホ
ー

ル
蓋
）

必
須

検査項目
コンクリートの圧縮強
度試験

側塊は、強度や耐久性に悪影響
を及ぼす傷がないこと。

側塊には、粗骨材が突き出てい
たり、抜け出した跡がなく、仕
上がり面が極度に凹凸になって
いないこと。

側塊の端面は、その面積の３％
以上が欠損していないこと。

側塊の端面が平滑であり、側塊
の軸方向に対して、実用上支障
のない直角であること。



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観 目視による 〔外観検査〕 外観検査は、全数について行う。
被覆材は有害な割れ、破損等が無いこと。

形状・寸法 （１）芯材
　JIS G 4303(SUS403,SUS304)
　JIS G 3507(SWRCH12R,SWCH12R)
　JIS G 3539(SWRCH12R)
の規格に適合すること。

材質試験

外観・形状 目視による 〔外観検査〕

寸法 JSWAS K-9による。
内蓋は、JSWAS K-7、
防護蓋は、JSWAS G-3による。

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
引張試験 判定規準

有害な傷

荷重試験

負圧試験 滑らかさ 明らかな凹凸がないこと。

耐薬品性試験 割れ 割れがないこと。

ビカット軟化温度試験 ねじれ 著しいねじれがないこと。

○

○

品質を判定できる資料、または試験成績表を提
出する。

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

検査項目
マンホールの強さ、水密性およ
び耐久性に悪影響を及ぼす傷が
あってはならない。（かすり傷
程度のものは差し支えない。）

（２）寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品
性試験およびビカット軟化温度試験は、日
本下水道協会発行の「検査証明書」の写し
による。

（１）外観・形状検査は、全数について行
う。

マ
ン
ホ
ー

ル
設
置
工

管
き
ょ

材
料
（

マ
ン
ホ
ー

ル
足
掛
け
金
具
）

必
須

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
塩
化
ビ
ニ
ル
製
小
型
マ
ン
ホ
ー

ル
）

必
須



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観・形状 目視による 〔外観検査〕 （１）外観検査は、全数について行う。

寸法 JSWAS G-3による

（２）有害な傷がなく、外観が良いこと。

荷重たわみ試験

耐荷重試験

材質試験

外観・形状 目視による 〔外観検査〕

寸法 JSWAS K-7による。
防護蓋は、JSWAS G-3、
立上り部は、JSWAS K-1による。

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
引張試験 判定規準

有害な傷

荷重試験

負圧試験 滑らかさ 明らかな凹凸がないこと。

耐薬品性試験 割れ 割れがないこと。

ビカット軟化温度試験 ねじれ 著しいねじれがないこと。

ま
す
設
置
工

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）寸法、引張試験、荷重試験、負圧試
験、耐薬品性試験およびビカット軟化温度
試験は、日本下水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

検査項目
マンホールの強さ、水密性およ
び耐久性に悪影響を及ぼす傷が
あってはならない。（かすり傷
程度のものは差し支えない）

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
塩
化
ビ
ニ
ル
製
ま
す
）

必
須

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
鋳
鉄
製
防
護
蓋
）

必
須

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

○

○

（１）外観・形状検査は、全数について行
う。

（２）寸法、引張試験、荷重たわみ試験、
耐荷重試験および材質試験は、日本下水道
協会発行の「検査証明書」の写しによる。



工種 種別
試験
区分

試験方法 試験基準 摘要
試験成績表等
による確認

規格値試験項目

外観・形状 目視による 〔外観検査〕

寸法 JSWAS K-8による。
防護蓋は、JSWAS G-3による。

（２）検査項目および判定基準は次のとおり。
引張試験 判定規準

有害な傷

荷重試験

負圧試験 滑らかさ 明らかな凹凸がないこと。

耐薬品性試験 割れ 割れがないこと。

荷重たわみ温度試験 ねじれ 著しいねじれがないこと。

○

（１）外観・形状検査は、全数について行
う。

ま
す
設
置
工

管
き
ょ

材
料
（

下
水
道
用
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
製
ま
す
）

必
須

（１）日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）寸法、引張試験、荷重試験、負圧試
験、耐薬品性試験および荷重たわみ温度試
験は、日本下水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

検査項目
マンホールの強さ、水密性およ
び耐久性に悪影響を及ぼす傷が
あってはならない。（かすり傷
程度のものは差し支えない。）


